
� はじめに

本稿では､ 近年その役割が注目されている小企業を経営学の対象として分

析する際に必要となる視点や評価軸を明らかにし､ あわせてこうした研究視

点が既存研究に投げ掛ける課題や貢献を明らかにするものである｡

中小企業が国民経済に与える影響の大きさとその重要性については､ 今更

議論の余地はない｡ 特に最近のわが国では､ 2014年６月に ｢小規模企業振興

基本法 (小規模基本法)｣ および ｢商工会及び商工会議所による小規模事業

者の支援に関する法律の一部を改正する法律 (小規模支援法)｣ が成立し､

中小企業の中でも､ より小さな企業への関心が高まっている1)｡
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要 旨

本稿では､ 近年その役割が注目されている小企業を経営学の研究対象と
する際に必要となる視点を考え､ あわせて当該視点に立脚する研究が､ 既
存研究に投げ掛ける課題や貢献を明らかにしている｡ 大きな社会構造の変
化､ しかも中長期に及ぶそれが小企業への関心の高まりを後押ししている
中にあって､ 企業行動や構造に着目してきた経営学は､ これら企業に十分
な関心を向けて来たとは言い難い｡ これまでの大企業主体の企業研究､ お
よび現在の中小企業研究の動向を確認した上で研究上の課題を示す｡

キーワード：小企業 (Small Business)､ 中小企業論 (Theory of Small and

Medium-sized Enterprise)､ 経営学 (Management Theory)､
近接性 (Proximity)､ 亜種企業 (Hypofirm)

小企業の経営学的研究に向けた予備的考察
亜種企業モデルの考察を通じて



この背景には､ 特に2000年以降の欧州における小企業重視の政策や2)､ こ

れに触発されたわが国における ｢中小企業憲章｣ の閣議決定､ あるいは東日

本大震災後の地域企業の再評価といった当面の動きがあるが､ 少し視野を広

げれば､ われわれを取り巻く大きな社会構造の変化､ しかも中長期に及ぶそ

れが､ 小企業への期待をより大きなものにしている事は明らかである｡ たと

えば､ 地球環境問題の深刻化､ 少子高齢化の進展､ 東京一極集中と地域間格

差の拡大､ あるいは価値観の変化に伴う適切なワーク・ライフバランスのあ

り方やフリーランスに代表される多様な働き方に関する議論､ これらは何れ

も小企業の再評価を後押しするものである｡

では､ 企業の構造や行動に着目してきた経営学は､ こうした小企業の役割

や可能性に関する議論の高まりに際して､ いかなる分析枠組を提供してくれ

るのであろうか｡ 誤解を恐れずに言うなら､ 従来の研究の中には､ 小企業は

もとより､ 中小企業を個別企業体として扱う際の体系的な枠組を発見するこ

とは難しく､ かつこうした研究上の課題そのものが取り上げられる機会も少

なかった｡ この理由としては､ まず､ 企業の大規模化と複雑化を背景として

生成した経営学では､ 長らく小さな企業を確固たる構造や一貫した行動原理

を備えた存在として扱ってこなかったことが考えられる｡ これに加えて､ 大

企業群に比した中小企業群の特徴として､ しばしば指摘されてきた異質多元

性3) が､ 一般化や抽象化を必要とする理論形成のプロセスと馴染みにくいも
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1) ここでは従来の ｢成長発展｣ のみならず､ ｢事業の持続的発展｣ の支援が確認されて
いる｡ なお､ ｢中小企業基本法｣ および ｢小規模企業振興基本法｣ では､ ｢小規模企業
者｣ を､ おおむね常時使用従業員数が20人 (商業又はサービス業の場合は５人) 以下
の事業者としている｡ また､ 後者では同時に､ 常時使用する従業員が５人以下の事業
者を ｢小企業者｣ とした｡ こうした定義の重複についての問題は､ 渡辺俊三 (2015)
を参照されたい｡ 本稿の問題意識は､ 小規模性が高まるにつれて､ 企業行動やそれを
生むプロセスがどう変化するか､ という点にある｡ したがって､ 以下､ 必要に応じて
小さな企業､ 小企業､ 小企業者という用語を用いるが､ これらは必ずしも法的規定と
の厳密な整合性を意識したものではない｡

2) たとえば､ 2000年の ｢欧州小企業憲章 (European Charter for Small Entreprise)｣ や
2008年の ｢欧州小企業議定書 (“Think Small First”: Small Business Act for Europe)｣
はこの動きを象徴するものである｡ 詳しくは三井逸友 (2011)､ 168�213頁を参照され
たい｡



のであったことも原因であろう｡そして､ 特にわが国において､ 問題論や存

立論として発展した中小企業研究では､ 政策対象となるべき中小企業 ｢群｣

としての性質究明に研究の主眼が置かれ､ 中小企業を個別経営体とみる機会

が限られてきたことも無視できない要因の一つと考えられる4)｡

そして､ 近年の動向で懸念されるのは､ 黒瀬直宏 (2012) の指摘5) に見ら

れるように､ 中小企業研究において､ 本質論の ｢空洞化｣ が起こっているこ

とである｡ すなわち､ アングロサクソンを中心とする理論の貪欲な摂取に伴っ

て､ いわゆる ｢貢献型中小企業認識論｣ が有力化し､ 政策的観点においてさ

えも ｢中小企業とは何か｣､ あるいは ｢小規模性とは何か｣ を問う研究が希

少化している｡ その結果､ むしろ ｢経営的視点に立つ各論的な｣ 分析が研究

の多くを占めるようになった｡

むろんここで､ 後者の研究の価値は否定されるものではない｡ それは小企

業を含む中小企業の多様性や異質多元性､ あるいはそれらの経営の新しい動

向を確認する上で必要不可欠なものだからである｡ しかし､ 他方でこれらを

単なる個別スタディに終わらせることなく､ １つの知としてまとめ､ 蓄積し､

普遍性や法則性を発見するという作業がなければ､ 小企業経営論あるいは中

小企業経営論の学としての発展は望めないであろう｡ 以上に鑑みるとき､ 今

や小規模性が､ そもそも企業経営に何をもたらすのかを理解し､ それがいか

なる構造や行動に結び付くのかを理解するフレームワークの構築が､ 急務の
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3) 中山篤太郎 (1939)､ 621頁｡
4) 同様の指摘は､ 田中道雄 (2014)､ 56�57頁でもなされている｡ なお､ 齊藤毅憲 (2006)､

2�3頁は､ これまでの経営学者の固定観念として､ 企業を製造業と見なす傾向､ 大企
業と見なす傾向､ 男性中心の活動とみなす傾向､ の３つを指摘している｡ 小企業､ あ
るいは中小企業を経営学的視点から扱おうとする試みは希少であるが､ その中でも､
｢一般経営学｣ に対する ｢特殊経営学｣ として中小企業経営論を位置付けている本多
壮一 (1973)､ 川上義明 (2007) (2013) の指摘は､ 本稿の問題意識に照らして重要で
ある｡

5) 黒瀬直宏 (2012)､ �頁｡ 本質的研究の希少化は､ (財)中小企業総合研究機構 (編)
『日本の中小企業研究』 (2003)､ 534頁でも確認されている｡ また､ ｢貢献型中小企業認
識論｣ については､ 小林靖雄・瀧沢菊太郎 (編) (1996)､ 19頁を参照｡ なお､ 学界を
上げて中小企業の本質を問う貴重な文献として､ 藤田敬三・伊東岱吉 (編) (1958)､
小林靖雄・瀧沢菊太郎 (編) (1996) がある｡



課題であることは明らかである｡

そこで以下では､ 経営学的視点に立脚して､ 大企業に対置される小企業

の理念モデルを提唱しているマルシェネ (Marchesnay, M.) の亜種企業

(hypofirme) 論を取り上げ分析する6)｡ この考察を手掛かりとして､ 小企業

を個別経営体として分析し､ 理論化を進める際に必要となる視点や､ 課題の

幾つかを抽出してみたい｡

� 亜種企業モデル

マルシェネによれば､ 企業を分析するというとき､ 我々はこれまでの視野

の狭さを自覚せねばならないという｡ すなわち､ 従来の経済学や経営学が想

定してきた企業､ それは押しなべて大企業に固有とみられるいくつかの現象

を前提としたものであった｡ たとえば､ 所有と経営の分離や経営者支配､ 戦

略上の意思決定とオペレーション上の意思決定の区別､ 分業と協業に基づく

組織構造などがその代表である｡

しかしながら､ こうしたいわば ｢代表的な企業 (firme ���������	�
��)｣

を想定することによって､ 多くの重要な企業がその分析から排除されている｡

すなわち､ われわれを取り巻く世界には､ 経済学の教科書で想定される合理

性とは違った基準に基づいて行動しているかのようにみえる企業や､ むしろ

非合理な意思決定をおこなっているとさえ思われる企業が数多く存在し､ し

かもこうした捉え難い諸活動の結果として､ 現実の生産システムの再生やイ

ノベーション活動､ ひいては産業の発展がもたらされているという事実に目

を向けなくてはならない｡

以上の認識に基づいてマルシェネは､ 小企業の存在を ｢資本主義下におけ

る特殊制度 (institution ����

���d’un capitalisme)｣ と見なし､ そこで観察

される事柄を､ 一つの理念型のもとに収束させようと試みる｡ ここでは､ ま
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6) マルシェネは､ モンペリエ第一大学経営学部名誉教授であり､ フランス語圏における
中小企業経営研究の第一人者のひとりである｡ OSEO (2007), p. 36 の資料によれば､
1975年から2005年における､ フランスで受理された中小企業関連博士論文の約２割の
主査をつとめている｡



ず次のように企業の理念モデルが整理される｡

―超企業 (hyperfirme) モデル：経済学や経営学､ あるいは行動科学等､

従来の企業理論で想定されてきた大企業に特徴的にみられる諸現象によ

り構成されるモデル

―亜種企業 (hypofirme) モデル：小規模性をまとった企業に特徴的にみ

られる諸現象から構成されるモデル

亜種企業モデルは､ 企業規模の縮小とともに変化する現象の総体､ 換言

すれば ｢規模の支配下にある (sous-dimensionnele)｣ 企業の実態を把握せん

とするものである｡ これは､ 業界構造が企業行動を規定し､ その結果とし

て業績の変化がもたらされると考える､ いわゆる SCP (structure-conduct-

performance) モデルとは対照的に､ 小規模性ゆえに作用する企業内部のメ

カニズムに着目するアプローチである7)｡ そしてここではさらに､ 適正規模

へ到達することができない企業と､ それを望まない企業が存在する､ といっ

た着眼点が重要である｡ すなわち､ 我々がこれまで想定してきた超企業とは

異なり､ 亜種企業の志向性は､ 極めて属人的な性格を備えたそれであり､ こ

のことから企業目的の多様性が生まれる｡

具体的に亜種企業モデルが想定する企業は､ 二つに大別される｡ 一つは､

手工業的 (artisanal) 性質をもつ企業8) である｡ ただし､ その全てが亜種企

業モデルの枠組みで分析されるのではなく､ サービス部門や商業部門の企業

は､ ここから除外される｡

そして､ いま一つのグループは､ その活動領域および志向性において典型

的な亜種企業ともいうべきものであり､ 一般に中小工業と称される｡ ただし

これらの中でも比較的規模が大きく､ 現代的かつ洗練された管理手法を用い､

市場原理に基づいて技術的効率性や経済的効率性､ あるいは財務的効率性を

追求している企業は除外される｡ むしろ亜種企業の典型は､ 先述の ｢規模の
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7) SCPモデルについては､ Barney, J.B. (2001), pp. 75�78 [訳書 pp. 115�116] を参照｡
8) ここでいう手工業とは､ 従業員10人未満でフランスの手工業会議所に登録される企業
である｡ なお､ 例外規定などについては､ 山口 (2009)､ 10�11頁を参照されたい｡



支配下にある｣ 企業である｡ これらは一般に想定される効率性や合理性基準

とは異なるロジックに従って行動するため､ 適正規模以下にあっても､ あえ

て当該効率性の壁を乗り越える成長を志向しない｡ その存在は､ たとえば､

競合他社の不在､ 不完全競争､ 保護的市場､ あるいは取引相手への依存といっ

た複合的な理由により説明される9)｡

� 構造的特徴

１. 統合度の低さ

ここでいう統合とは､ 社会学で用いられる意味でのそれではなく､ 支店や

支社機能の統合といった､ 組織構造とその管理に関わるものである｡ いうま

でもなく､ 一般に工業化が進展する中での重要な現象として､ 社会的分業の

進展があり､ 組織の大規模化に伴って､ 企業は分業による協業を求められる｡

しかしながら､ 亜種企業の構造は､ むしろこの社会的分業の流れに抗する

傾向の中で形成される｡ すなわち､ それは自社に一連の生産過程を取り込み､

いわば自己完結しようとする試みの結果と言える｡ この志向の根拠となるの

は､ たとえば､ 景気変動のバッファとして利用されることの回避､ 仕事の専

門性の高さ､ ノウハウ保持へのこだわり､ 管理上の複雑性の回避､ 高度な能

力を持つ職人の存在といったものである｡ 亜種企業は､ その経営資源の希少

性から､ 特定製品のごく限られた生産段階の仕事に従事することが多い一方

で､ 仕事の一貫性や統一性､ あるいは自己完結性にこだわり､ 当該生産段階

における仕事を可能な限り掌握しようとする｡

そして､ このできる限り仕事を分けない､ という志向が組織内部の状況を

規定する｡ すなわち､ 亜種企業では､ 上述の理由から､ その構成員も組織も
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9) Marchesnay, M. (1982), pp. 71�74. なお､ ここでマルシェネは､ 中小工業の形態とし
てよく見られる下請と亜種企業モデルの関係について触れている｡ 亜種企業が下請企
業の持つ管理上の問題と極めて似た課題に直面するのは事実ではあっても､ それが下
請企業の地位に甘んじるのは､ 大きなためらいと問題を抱えた上での結果であるとし､
後述する独立性へのこだわりを特徴とする亜種企業モデルに下請企業を含むことを基
本的に認めていない｡



常に柔軟性を保持することが求められる｡ これは近代的な生産組織を支配す

る原理､ すなわち､ 明確な分業や作業の標準化､ あるいは計画化を特徴とす

る科学的管理原則とは一線を画すものである｡ ここにも亜種企業モデルを超

企業モデルと切り離す論拠がある10)｡

２. 経営者および組織構成員の影響力

亜種企業の経営資源配分や行動の背景には､ 共通する事柄が存在する｡ そ

れは何よりもまず､ 経営者の影響力である｡

亜種企業では､ 経営者があらゆる意思決定において大きな影響力を発揮し､

もって企業業績を方向付ける｡ たとえば､ 企業設立時における法律形態の選

択は､ 企業のあり方そのものを規定する重要な案件であるが､ この決定には

経営者＝起業者の心理的側面が大きく作用する｡ いうまでもなく､ 企業形態

については､ まず個人企業か会社かという選択肢がある｡ 個人企業では､ 資

本が単独の個人＝経営者に帰属するが､ これは信用面で限界があることから､

借り入れ能力の限界が深刻な際には､ 有限会社 (S.A.R.L) が良く利用され

る｡

ここで多くの経営者＝起業者は､ 家族や親戚といった近しいメンバーから

の出資に頼ることになるが､ これら出資者の関心は､ 往々にして出資金の利

用方法やその配分にあり､ 企業活動への参加には興味がない｡ このため､ 経

営者の影響力は保持される｡ むろん､ 株式会社 (S.A.R.L) への移行は､ よ

りオープンな資本獲得を可能にするが､ 亜種企業の場合､ この選択肢は事業

承継や金融機関に対する信用度を高めざるをえない時に限られる｡ これは後

にみるように､ 経営者が独立性に対して強いこだわりを持つからである11)｡

そして､ 経営者個人の影響力の強さは､ 亜種企業に固有の経営問題を発生

させる｡ 一般に､ 経営者は､ 顧客や金融機関をはじめとする外部との関係に
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10) Marchesnay, M. (1982), pp. 74�75.

11) この点､ わが国では外形上､ 株式会社であっても株式所有の分散化が進んでおらず､
所有と経営が一致している中小企業が多いのは周知の事実である｡



ついて一切の責任を背負っている｡ このため､ 経営者個人の不在が､ 企業活

動の停止そのものを意味しかねない｡

また､ 生産現場に目を移せば､ 既述の理由で分業が進んでおらず､ いわば

組織メンバーの ｢何でも屋化 (�������	
��	���)｣ が進行していることによっ

て､ 構成員一人ひとりの影響力が大きくなり､ これが企業内における社会的

関係の重要性を高める｡

たとえば､ 生産計画の立案といった際には､ そもそも作業の標準化が進ん

でおらず､ 生産リードタイムの算出や計画化が困難である上､ 各作業の労働

強度を客観的に把握することが困難ために､ 生産従事者 (多くの場合職人)

が必要労働時間を積算する｡ このため､ 生産現場には経営者と生産従事者に

よる個人交渉の余地が残ることとなる｡ むろん､ 交渉の必要性は､ 特注品の

ように標準化されない財の生産では一層高くなる｡ そこで､ 経営者は､ 当該

交渉における情報の非対称性を克服すべく､ 生産従事者との社会的関係を強

化せんとする｡ このように､ 亜種企業内部の社会的雰囲気 (climat social)

の程度が､ 生産性という経済的側面に直接的な影響を及ぼす｡

そして重要なことに､ 企業規模が小さくなればなるほど､ 企業内外の社会

的関係の境界が曖昧になる｡ これは､ 企業が小さくなるほど､ その構成メン

バーが､ 居住地や出身地といった面で同質的になる事からも明らかである｡

したがって､ 亜種企業の経営者にとって地域社会との同化は､ 非常に重要な

関心事なのである12)｡ このように亜種企業においては､ 大企業に比して社会

的効用と経済的効用の関係が一層密であり､ この特徴を介して､ 企業目標

や成果が規定される｡ 当該企業の強みと弱みも､ こうした観点より説明され

る13)｡
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12) たしかに､ 小企業の経営者が地域の公的団体の役職を引き受けたり､ 各種行事や祭礼､
あるいはボランティアといった地域活動の中心となることは珍しくない｡ 小企業と地
域との同化については､ 太田一郎 (1981)､ 11頁でも触れられている｡

13) Marchesnay, M. (1982), pp. 75�79.



� ｢拡張合理性｣ と企業行動

１. 企業外部との関係

亜種企業の行動は､ 一般に想定される市場原理では説明困難である｡ 物的､

人的､ あるいは財務的な資源配分は､ 経営者の目的とそれに沿った手段選択

に基づいて行われるが､ 外部観察者は､ 当該選択がなぜ合理的とみなされる

のかを容易に理解できない｡ なぜなら､ その正当性は､ いわゆる経済合理性

以外の要素を含み､ しかも意思決定者たる経営者が常に一貫したロジックに

従っているとも限らないからである｡ すなわち､ ここで確認されるのは､ 経

営者個人の意志に沿った多義的な合理性であり､ 完全な規範といったものは

存在しない｡

亜種企業の意思決定過程に着目するとき､ いわゆる ｢制約された合理性

(bounded rationality)｣ 概念14) の有効性は否定されないが､ ここでは認識さ

れる合理性の範囲が､ 先に見た社会性と経済性の密接不可分性に鑑みて設定

されることが､ 一層重要である｡ この意味で亜種企業が意思決定の拠り所と

するのは､ いわば社会性と経済性が混じり合った ｢拡張合理性 (����������	

	���
��)｣ ともいうべきものである｡

亜種企業の経営者の目的として多く見られるのは､ すでにみた独立性の保

持である｡ たしかに､ われわれは経営者が他者による口出しを嫌い､ 管理さ

れるのを警戒する場面によく遭遇する｡ 資金調達にあたって､ 信用付与のた

め金融機関から課される相応の資料の提示や管理に経営者が難色を示すのは､

この一例である｡ また､ 独立性へのこだわりは､ 顧客や取引先との関係にも

影響を及ぼす｡ 経営者は､ 取引相手の交渉力が高くなることを避けるため､

販売活動や営業活動に際し､ 物理的接触の機会を重視する｡ このように､ 独

立性へのこだわりは､ 社会性の強化へとつながり､ このベクトルに沿って意

思決定が秩序付けられていく15)｡
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14) こうした合理性の限界については､ Simon, H.A. (1976), pp. 79�84 [訳書102�107頁]
を参照｡



２. 企業内部への影響

独立性に対する強いこだわりは､ 上述のように企業外部との関係に影響を

及ぼすだけでなく､ 企業内部､ すなわち管理的側面にも影響を与える｡ たと

えば､ 亜種企業が適用する技術の性格は､ 特定の生産工程に特化したもので､

非常に洗練されたものである事が多いものの､ 一般にノウハウや実務経験が

重要なそれであり､ 特許を取得する性格のものではない｡ むしろ､ 技術の選

択で重視されるのは､ 当該技術の適用過程を殆ど分割できない､ という点で

ある｡ これは､ その過程を可能な限り個人の支配下に置くという配慮による

ものである｡

次に､ 市場との関係においては､ どこまで市場拡大を行うかという意思決

定の場面で問題に直面することが多い｡ 事前の市場調査に基づいて市場範囲

を決定する亜種企業は稀であり､ それは経営者の直感に委ねられる｡ ここで

経営者が突き当たるのは､ 支店や支社の配置､ およびこれらの統合管理を必

要とする市場の拡大とともに､ 取引先や顧客との個人的な接触の機会が奪わ

れ､ 自らの影響力が直接及ばない範囲を拡大しかねないというジレンマであ

る｡

次に､ 財務管理面でも亜種企業モデルに固有の問題がある｡ 独立性へのこ

だわりが強い当該企業においては､ 金融機関の利用を､ あくまで一時的な資

金繰りの手段として位置づけていることも多く､ しかも上述のように､ 経営

者が経営データの開示に難色を示すようなケースでは､ 金利も高く設定され

る16)｡ 取引先との信用取引という手段も存在するが､ 相手方への依存を警戒

する亜種企業では､ その利用も限られる｡

また､ 会計処理では非常にアドホックな管理手法が用いられる｡ 亜種企業

の会計処理は､ 一般に外部専門家に委ねられるが､ それは必ずしも経営分析

に有効な情報を提供してくれるものではない｡ このことから､ 経営者は､ と
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15) Marchesnay, M. (1982), pp. 79�80.

16) この点､ マルシェネによれば､ フランスでは２つの銀行 (多くの場合は国有銀行と民
間銀行) を同時に利用し､ 競合させるといったことも珍しくないという｡



りわけ他社への見積りに際して市場価格を参照する機会が少ない｡ よくある

ケースとして､ 経営者は取引毎に綿密に採算を計算せず､ 年毎に算出される

平均賃金や原材料費､ あるいは間接費に一定の利潤を乗せるというフルコス

ト原則を採用し､ その上で様々な経費について､ 一定期間ごと､ 合算で回収

する｡ こうして､ 生産に関わる費用は､ その都度の取引で回収されずに､ 事

後的な取引の見積りに転嫁されてしまうことになる17)｡

� 亜種企業の分析視角

亜種企業を個別企業体として分析する際に必要な視角とは､ いかなるもの

であろうか｡ これについて､ マルシェネは､ これまで大企業を評価する上で

用意されてきた､ オーソドックスな指標の取扱いには､ 注意すべきであると

している｡

まず､ 技術力という側面の評価でいえば､ それを効率性や生産性の観点の

みで評価することはできない｡ なぜなら､ 亜種企業では､ 先述の非分業構造

と ｢何でも屋化｣ によって､ 実質上､ 標準作業時間の設定が困難なためであ

る｡ むしろ､ その技術力は､ 資本集約度の低さに起因する特殊な注文への対

応力や柔軟性といった観点から評価されるべきである｡

次に､ 経済的側面から亜種企業を分析する際にも一定の留意が必要である｡

たとえば､ 成長性という同じくオーソドックスな指標で亜種企業を分析して

も､ さしたる意味をなさない｡ なぜなら､ 規模拡大に対する欲求は､ 経営者

の独立性へのこだわりにより､ 当初から抑制されるからである｡ むしろここ

では､ 規模拡大＝リスクとみなされる｡

研究開発やイノベーション活動の評価にも困難が伴う｡ 亜種企業の多くは､

製品それ自体よりも製法イノベーションを重視している｡ 後者は現場レベル

のノウハウに基づくことが多いために､ 特許取得の可能性は低く､ 知的財産

権の登録数といった客観的指標は役に立たない｡
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17) Marchesnay, M. (1982), pp. 81�83.



さらに､ 倒産件数といったマクロ指標もあまり参考にはならない｡ まずは､

経営者の独立性へのこだわりが､ 亜種企業の経営基盤をより脆弱にし､ その

ことがさらに当該企業の強さにも結び付いているというメカニズムを理解し

なくてはならない｡ 亜種企業は､ その属人性の強さゆえに､ 当初から売上や

成長が抑制され､ よって経営基盤が比較的脆弱となる｡ そこで内的な解決策

として､ より少ない資本や借入金での経営､ あるいは柔軟性の保持を柱とし

た組織構造を適用し､ 時に他企業が高リスクと判断する仕事の引き受けを行

うこともある｡ そして重要なことに､ たとえ廃業したとしても､ それは別の

企業として再生する手段であることがある｡ そのため､ 統計上のデータの取

り扱いには､ デリケートにならざるを得ない｡

次に､ 利益の測定においても､ 幾つかの留意点がある｡ 亜種企業の実態を

理解するには､ 経営者個人の資産状況や影響についても十分な配慮を行う必

要がある｡ そして当該企業で最も重要な経営資源､ すなわち､ 経営者彼自身

の生産性を客観的に把握するのも容易ではない｡ なぜなら､ その生産性を測

る上で必要な労働時間の見積もりを行うのは､ 彼自身だからである｡ 加えて､

多くの経営者は､ 自己実現や地域社会との同化といった客観的指標に置き換

えることが困難な事柄を利益と考える傾向にある｡

そこで､ 最後に社会的側面からの接近が望まれる｡ ただし､ それは企業行

動を規定する経済性という､ 今一つの重要な要素と完全に切り離して認識で

きるものではない｡ すでにみたように､ 亜種企業では大企業に比して明らか

に社会的成果と経済的成果の関係が密である｡ したがって､ 亜種企業を分析

する際のポイントは､ それを取り巻き､ それ自身が作り出す社会的状況と経

済的状況の相互浸透に着目し､ 一方の側における成果の変化が他方の側のそ

れを変化させると考える､ その意味で社会経済的 (socio-economique) な視

点である｡

ここでは先の２つの成果が正の相関を持つケース､ そして両者がトレード

オフの関係にあるケースが想定される｡ 既に明らかなように､ 亜種企業では､

大きな影響力を有する経営者が周辺社会との統合を目指すが､ 当該欲求は同
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時に経済的欲求をも満たす可能性を有している｡ なぜなら､ 亜種企業の経済

的成果は､ その限られた範囲の活動に影響を及ぼすであろう､ あらゆる地域

主体､ たとえば､ 顧客やサプライヤー､ 競合他社の事情にどれだけ精通して

いるか､ ということに依存しているからである｡

加えて､ 人的資源が希少な当該企業の経済的成果は､ 従業員による支持の

獲得という内部的状況とも一層直接的に結びついていることは言うまでもな

い｡ また､ 経営者の社会的統合への欲求は､ 自己実現や社会的な成功､ ある

いは公の承認 (文化団体や社会活動団体において､ 公に認められた肩書や名

誉職など) を獲得するのに最適な手段にもなりうることから､ 企業行動に影

響を及ぼす社会心理学的な要素の作用も軽視できない｡

以上のように､ 亜種企業の評価や分析は､ 表裏をなす社会的状況と経済的

状況の両面に鑑みた上ではじめて分析可能である｡ 亜種企業モデルは､ 資源

配分の効率性や､ 純粋な経済性に重きを置いてきた従来の企業モデルとは異

なり､ 企業に内包された論理 (logique de l’intension) とその動向に着目す

るのである18)｡

� 小企業の経営学的研究に向けた課題

ここでは亜種企業モデルの内容を踏まえた上で､ 小企業を経営学の対象と

して扱い､ 理論化を進める上で必要と思われるポイントを指摘する｡

まず､ 大企業モデルに対置される小企業モデルという提案は､ これまでと

は異なる視点から小企業を研究する際の基礎を形成する｡ それは詰まるとこ

ろ､ 企業規模の縮小とともに､ いかなる企業構造が変化し､ いかなる企業行

動が発現する蓋然性が高まるのか､ という小企業の本質論に通じるものであ

る｡

これは､ 従来わが国の中小企業研究でみられた政策的見地から ｢群｣ とし

ての企業の性質を問うオーソドックスな認識論とは区別される｡ すなわち､
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18) Marchesnay, M. (1982), pp. 84�90.



小企業モデルが前提とするのは､ 小さな企業内外の現象を､ それら企業の内

発的な活動の結果として捉え､ その活動を生む原理や動的プロセスの中に共

通性や普遍性を見出すという､ 経営学的視点に立脚するアプローチである｡

こうした視点は､ 冒頭で述べたように､ 本質論の ｢空洞化｣ と経営的視点か

らする各論的研究の増加という中小企業研究の現状に鑑みて殊に重要と思わ

れる｡

次に､ ここで考察した亜種企業モデルからは､ 小企業の実態を観察する際

に留意すべき具体的課題を読み取ることができる｡ まず､ 実態調査や実証研

究に際しては､ 先の経済性と社会性の相互浸透という状況に鑑みて､ 経営者

を地域社会や周辺環境と多面的につながる人間 (その地域に生活する人間)

として立体的に捉える必要がある｡ この点､ われわれは今一度､ 企業をより

広く社会的存在として捉え､ 生活の論理に従って評価することの重要性を再

確認せねばなるまい｡

ただし､ その際に留意すべきは､ 経営者が想定する ｢社会｣ の範囲に一定

の制約を課すメカニズムの存在､ すなわち､ トレス (��������	) のいう

｢近接性 (
�������)｣ の作用であろう19)｡ トレスによれば､ 小規模性に伴っ

て経営者は､ 心理的､ 空間的､ 時間的に､ より近くの事柄を優先した意思決

定をする傾向を強めるのであり､ これが企業行動とその構造を方向付けてい

く｡ 以上に鑑みれば､ われわれは､ 小企業の観察や分析において､ いわば

｢近接性の支配下における社会性と経済性の相互浸透｣ というものを念頭に

置くべきである｡

以上に加えて､ 小企業の理念モデルの追求を目指すことによって､ 理論研

究上の具体的課題も明らかとなる｡ まず､ 小規模性に伴って経営者が企業行

動に及ぼす影響力が強まるとすれば､ 従来の企業家モデルや経営者モデルの

精緻化が必要であろう｡ これらについては､ 過去､ 経営学領域に限らず､ 幾

つかの類型化や理論化20) が試みられてきたが､ その多くは､ 分業と協業を前
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19) トレスの近接性概念については､ 山口隆之 (2012) で考察を行っている｡
20) 経営者､ 企業家､ 管理者類型については､ たとえば林淳一 (2015)､ 144�147頁に簡潔



提とする大企業を前提としているか､ あるいは､ 雇用者､ 所有者､ 経営者､

管理者の違いに十分な配慮をおこなっていない｡ 所有と経営が一致し､ 機能

分化が進んでいない小企業には､ その構造的特徴を前提としたモデルを用意

する必要がある｡

次に､ 所有と経営の分離をはじめとする機能分化と複雑化が進んだ大企業

を前提とする企業目標論の取り扱いについても､ 慎重にならざるを得ない｡

今日まで様々な議論が重ねられてきたとはいえ､ 比較的小さな企業では規模

的拡大や利潤極大化といった目標の優先順位が低くなることを示すデータや

指摘は少なくない21)｡ むしろ､ われわれが注目すべきは､ 小規模化にともなっ

て､ 企業目標が経営者の心理的要素に支配される傾向が一層強まるとともに､

社会的配慮と経済的配慮の境界が曖昧になることである｡ 小企業の目標形成

過程を動的かつ複眼的に捉えることが､ それら企業の強みと弱みを同時に理

解することの一助になるものと思われる｡

� おわりに

以上､ 亜種企業モデルの考察を行い､ その結果を持って小企業を経営学の

研究対象とする際に必要となる視点を考え､ あわせて小企業研究が既存研究

に求める課題やその貢献を示した｡ すでにみたように､ 小企業という研究対

象の設定､ そしてその理念モデルの提案は､ 従来の支配的な企業理論や研究
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にまとめられている｡
21) 利潤極大化仮説を中心とする企業目標論については､ たとえば､ 松井彰彦 (2002)
81�101頁を参照｡ また､ 量的拡大を志向しない中小企業の存在やその妥当性について
は､ たとえば､ 中小企業研究センター (編) (2009) や Janssen, F. (2011) を参照さ
れたい｡ なお､ 高橋美樹 (2012)､ 211�233頁は､ イノベーション活動と関連させなが
ら､ 小企業の量的な規模拡大に対する拒絶を､ ロック・イン効果やルーティンの休止
機能による悪影響の回避､ 知識共有の推進､ 市場の性質 (矮小性､ 不均質性､ 変動性)
といった経済的メリットの側面から説明している｡ 著者が注目したいのは､ こうした
メカニズムやその作用の前提に介入する､ 広い意味での社会的要件や経営者の心理的
側面である｡ また､ 企業家 (経営者) と企業目標の関係について論じている貴重な研
究としては､ Stanworth, M. J.K. and Curran, J. (1976)､ Julien, P.A. et Marchesnay, M.

(1996)､ Carland, J.W., Hoy, F., Boulton, W.R., and Carland, J.A. (1984)､ Chell, E.

Haworth, J. and Brearly, S. (1991) 等がある｡



の前提に疑問を投げかけるものであり､ 小企業経営論や中小企業経営論の発

展に対し積極的な意味を持つ｡

なお､ 本稿では紙幅の関係もあり､ 亜種企業モデルそれ自体の妥当性の検

討には深入りせず､ むしろその提案や主張が､ 既存研究に与える影響やイン

プリケーションを中心に論じた｡ すでに示したように､ 小企業の構造や行動

様式は､ 本来､ その構成要素としての人間とそれを取り巻く社会､ 文化､ 歴

史的要素と分かち難く結び付いている｡ したがって､ 亜種企業モデルの本質

的理解には､ 当該理論が置かれた時代背景や国・地域の特殊事情に触れる必

要があることは言うまでもない｡

また､ 亜種企業モデルが小企業に普遍的な要素を含むにせよ､ 基本的にそ

れは小規模製造業を想定したものであるため､ 今日われわれがいうところの

小規模企業や小企業者に適応するには､ 一段の精緻化と修正が必要である｡

これらについては､ 稿をあらためて論じる機会を得たい｡

(筆者は関西学院大学商学部教授)
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